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（背景） 

○ 児童相

っている

が、児童

されてい

 

○ 市町村

調整機関

に対応す

 

○ 社会的

本体施設

の目標を

計画」と

する「都

定版）は

 

○ 家庭的

あること

計画期間

 

 

【内容】

(1) 児

務化

(2) 虐

推進

・ 施

に必

・ グ

上げ

・ 法

払い

(3) 虐

いて

＜くらし

児童虐待

相談所にお

る。児童相談

童福祉司が児

いるのに比べ

村において

関に一定の要

するために

的養護を必要

設、グループ

を達成するた

との調整を

都道府県推進

は、国の目標

的養護を推進

とから、施設

間中にほとん

】 

児童相談所

化するとと

虐待を受け

進するため

施設の小規

必要な財源

グループホ

げるととも

法人が設置

いとするこ

虐待を理由

て、減免制

し・医療・健

待防止対

ける児童虐

談所は児童

児童福祉法

べ、児童心理

は、要保護

要件を満た

は、専門職

要とする児

プホーム、

ため、都道

図りながら

進計画」を策

標から大き

進するため

設の財政負担

んどの施設

所の児童心

ともに、適

けた児童な

め、次の措

規模化・地

源を確保す

ホームの設

もに、適切

置するファ

こと。 

由とした施

制度の創設

健康・福祉

対策の充実

虐待相談の対

童虐待の中核

法で配置が義

理司は法律

護児童等に対

たす者を配置

職員の配置基

児童ができる

里親等の割

道府県におい

ら、平成２７

策定するこ

きく乖離して

めの施設の小

担を軽減す

設が申請を行

心理司や市

適切な財政

など、社会

措置を講ず

地域分散化

すること。

設置促進を

切な財政措

ァミリーホ

施設入所措

設に向けて

祉を守る＞
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実につい

対応件数は急

核的専門機関

義務づけられ

律上明確にさ

対する支援が

置する努力義

基準を明確に

るだけ家庭的

割合を３分の

いては、児童

７年度から平

ととされて

ている。 

小規模化・地

するためには

行うことが見

市町村の専

政措置を講

会的養護を

ずること。

化が推進さ

。 

を図るため

措置を講じ

ホームの設

措置に係る

て検討する

いて 

急増してお

関であり、

れ、配置基

されておらず

が適切に実

義務が課さ

にし、配置

的な環境で

の１ずつに

童養護施設

平成４１年

ているが、現

地域分散化

は、施設整備

見込まれる

専門職員の

講じること

を必要とす

 

されるよう

め、措置費

じること。

設置促進を

る児童措置

ること。

おり、複雑で

職員体制を

基準（地方交

ず、配置基準

実施されるよ

れているが

置を義務づけ

で養育される

にしていく目

設等が策定す

年度までの１

現時点の家庭

化は、大規模

備交付金が不

。 

の配置につ

と。 

する児童へ

う、施設整

費上の職員

。 

を図るため

置費扶養義

（厚生

で困難な事案

を強化する必

交付税算定基

準も示されて

よう、要保護

が、相談ニー

ける必要があ

るよう、国に

目標が掲げ

する「家庭的

１５年間を推

庭的養護推

模改修等を伴

不可欠であ

ついて、法

への家庭的

整備に係る

員配置基準

め、措置費

義務者負担

生労働省）

案も多くな

必要がある

基礎）も示

ていない。

護児童対策

ーズに的確

ある。 

においては、

られた。こ

的養護推進

推進期間と

推進計画（暫

伴うもので

ある。今後、

法律上義

的養護を

る交付金

準を引き

費を定員

担金につ

 

な

示

 

策

確

進

暫

で



○ グルー

上の職員

見直しが

 

○ 法人型

する必要

がある。

 

○ 虐待を

置費扶養

れた場合

な納入指

支援をス

 

 

（ 参 

◇ 愛知県

 
◇ 専門職

 

配置

配置

 

◇ 愛知県

入所

 

ープホーム

員配置基準が

が必要であ

型ファミリー

要があるこ

 

を否定する保

養義務者負担

合でも負担金

指導が行え

スムーズに行

考 ） 

県（名古屋

職員の配置

置根拠 児童

（義

置基準 人口

（地

県における
 

（委託）児童

割合 

は、生活支

が少なく、

る。 

ーホームは

とから、安

保護者から

担金が妨げ

金の納入を

ない状態で

行うため、

屋市を除く）

置根拠 
児童福祉

童福祉法第13

義務規定） 

170万人当た

地方交付税算定

る家庭的養護
施設の

童数 8

7

支援や家事な

実態に合っ

は、自営型フ

安定的な運営

ら施設入所措

げとなり、一

を拒否する場

である。虐待

負担金の減

）及び全国

祉司 

条 

たり35人 

定基礎） 

護の状況
の本体施設

895人 

79.0％ 
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など職員の負

っていない。

ファミリーホ

営ができる

措置の同意を

一時保護が長

場合が多いが

待を受けた児

減免を検討す

国における

児

児童相談所

なし 

    
グループ

80人

7.1％

負担が大き

。設置を促

ホームと異

よう、現員

を得ること

長期化する

が、保護者

児童の施設

する必要が

る「虐待相談

※ 平成22

児童心理司 

所運営指針

     
プホーム 里親

人 

％ 

いにもかか

促進するため

異なり、養育

員払いから定

は困難であ

場合も多い

者指導への影

設入所措置や

がある。 

談対応件数

年度の全国数

児童

（努

なし

   平成

親・ファミリーホ

157人 

13.9％ 

かわらず、措

めには、措置

育者及び補助

定員払いに改

あるが、さ

い。また、同

影響を考える

や家族再統合

数」の推移

数値は、福島

市町村の専

童福祉法第25

努力義務規定）

し 

成26年4月

ホーム 

1

措置費算定

置費算定の

助者を雇用

改める必要

らに児童措

同意が得ら

ると、厳格

合に向けた

移 

島県を除く。

専門職員 

5条の2 

） 

1日現在 

計 

1,132人 

100％ 

定

の

用

要

措

格

た

 

 


